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会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 
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名 称 臨時課長会議(自治基本条例等) 

日 時 平成 20 年 5 月 21 日(水) 午後 9時 00 分～11 時 03 分 

場 所 役場 3 階 第 2 会議室 

出席者 

副町長、会計管理者 

各課長 10 人 (内代理 1人) 

事務局 1 人  説明員 2 人       計 15 人 

内 容 

◎副町長あいさつ 

 ・町長上京中であります本日は、自治基本条例等について議論をしていただきたい。 

 ・６月定例議会に向け附帯議案については承知しているところですが常任委員会へ附議案件以外 

を協議説明する場合は、理事者との協議を行い合意形成を充分に図ること。 

 ・自治基本条例は、大変重要な事案である。関係課だけの事案ではなく行政・住民・議会を交えて

地域全体で議論し地域全体で取り組む壮大な事案である。皆さんから意見をもらい今月末の定例

会議において町の案を決定したい。皆さんの思いを条例案に取り込み町民・議会の説明に展開し

たい。 

・早いもので２月が経過しようとしている行政諸課題が山積しているので諸課題を念頭に置き、管

理し解決に導くようにお願いしたい。 

 

１ 自治基本条例（案）について【町民生活課】 
 町民生活課長：別紙資料『自治基本条例作りの取組状況について』に基づき説明 
 プロジェクトによる素案に対して検討委員会から意見をいただき策定会議で修整したものを素 
案として資料にしている皆さんより意見をいただき次回定例課長会議において条例案を決定し 
たい。 
・６月４日１５時から第 2講の補講を実施するので未受講者は、出席願いたい。 

 自治推進班主幹：別紙資料『素案策定会議』に基づき説明 
 副町長：５月２８日までに『自治基本条例素案に対する修整意見等報告書』により意見を出して

もらい定例課長会議で決定したい。 

 



２ 平成 20年度行財政改革実施計画実践スケジュールについて【総務課】 
  総務課長：４月３０日課長会議へ提出５月１６日までの修整追加等を依頼し平成２０年度実践ス

ケジュールとしてまとめたので意見をいただき本日決定したい。 
・各課の意見を反映したところである。また、平成２０年度は、行革最終年度である次期計

画の組み立てもあることから早めの行動をお願いしたい。 
・指定管理者制度の検証・広域連合・民間委譲等について各課連携して取り進めたい。 

  副町長：意見がなければ実践スケジュール決定してよろしいか。・・・・決定 
 
３ 事後審査方一般競争入札（郵送方式）試行の概要について【総務課】 
  企画財政班佐藤主査：別紙資料『事後審査型一般競争入札(郵送方式)試行の概要』に基づき説明 
    ・一般競争入札が入札制度の原則である。本町も検証することから検討の一端として別紙要

綱を定め試行したい。 
    ・意見をいただき５月２９日に決定したい。 
 
４ その他 
  町民生活課長：自治基本条例の各種団体への出前講座受講協力をお願いしたい。 
         また、執行機関についても同様に受講されるよう協力をお願いしたい。 
  自治推進班主幹：本日の資料、資料置場にデータを用意しているので職員に伝えていただき 

      意見を出していただきたい 

 

 

 

 

［１１時０３分 閉会］ 


